
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  延滞税等の納付 

Ｑ：源泉所得税を納付期限までに納めなか

った場合の取扱いについて教えてください。 

 

Ａ：延滞税、不納付加算税が課されること

になります。 

【解説】 

 源泉所得税をその法定納期限までに完納し

ない場合、納税者は延滞税、不納付加算税を

納付しなければなりません。 

延滞税は、法定納期限の翌日から納付する

日までの日数に応じて次の割合により計算す

ることとされており、原則として、その計算

の基礎となる本税とあわせて納付することに

なります。 

①納期限の翌日から２月を経過する日まで 

      年「４．１％」 

②納期限の翌日から２月を経過した日以後 

      年「１４．６％」 

 不納付加算税は、その計算の基礎となる本

来納付すべき税額に対して１０％の割合で計

算されます。ただし、本税を自発的に納付し

た場合であって、その納付が調査があったこ

とにより納税告知があることを予知してされ

たものでないときには５％に軽減されます。

なお、本税を法定納期限内に納付しなかった

ことについて正当な理由があると認められる

場合には、不納付加算税は徴収されません。 

 また、意図的に納付税額を隠そうとするな

どして、法定納期限内に本税を納付しなかっ

た場合には、不納付加算税ではなく、重加算

税が本税の額に３５％の割合で徴収されます。 
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